
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知って 

いますか？ 

野木町 
地域包括支援センター 

運営主体：野木町社会福祉協議会 

～高齢者のみなさまの暮らしをサポートします～ 

高齢者の皆さんの 
権利を守ります 

高齢者の皆さんが 
自立して 

生活ができるように

支援します 

地域包括支援センター 

４つの役割 

高齢者の皆さんが 

暮らしやすい 
地域のネットワークづ
くりに取り組みます 

高齢者の介護・ 

健康・医療について 

相談に応じます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町役場 

 

要支援認定者や生活機能が

低下している方の自立した

生活に向け、支援を行いま

介護予防ケアマネジメン

ト 

ケアマネージャー 

地域包括支援センターの業務 

行政機関 

 主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師などが中心

となって、互いに連携をとりあいながら、チームとして

高齢者のみなさんを支援します。 

例 え

ば・・・ 

認知症の相談がしたい 

こんな心配ごと、ご相談ください 

近所に心配な 

お年寄りがいる 

今の健康に不安がある 

野木町地域包括支援センター【サブセンター】 

〒329-0101 野木町大字友沼 5840-7 
野木町老人福祉センター（ホープ館）内 

電話：0280-23-2200 

FAX：0280-23-1116 

 地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように、 

介護・福祉・保健・医療など、様々な面で支援を行うための機関です。 

医療機関 

民生児童委員 

【窓口開設時間】月曜日～金曜日 8:30～17:15（※ただし左記以外でもご連絡はできま

す。） 

医療機関 

 

高齢者虐待の早期発見・ 

予防を関係機関と連携して 

行います。 

権利擁護 

介護関係機関 

 

適切なサービスが提供され

るように、地域のケアマネ

ージャーへ助言や支援を行

包括的・継続的ケアマネ

ジメント 
 

高齢者の生活全般の困りご

とに対して、解決に向けた

支援を行います。 

総合相談支援 

介護サービス事業者 

介護保険の申請を

したい 

野木町地域包括支援センター【本センター】 

〒329-0111 野木町大字丸林 582-1 
野木町総合サポートセンター（ひまわり館）内 

電話：0280-57-2400 

FAX：0280-57-1117 

旧丸林保育所跡地 

ホープ館 相談者の秘密は守ります 相談は無料です 


